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〔要約〕
１．日本は2018年10月段階で外国人労働者が134万人、2018年末で在留外国人は273万人存在する。
２．政府は｢人手不足｣を最大の理由にして、2019年４月改正出入国管理法施行により、外国人労働者
の受入れを拡大し、今後５年間で34.5万人増加することにしている。

３．外国人労働者の現状を明らかにするとともに、新しい外国人労働者受入れの制度・内容を明らか
にした。

４．外国人労働者受入れ拡大がどんな問題を生み出すのかを４点にわたって提示した。
①外国人労働者受入れ拡大以前の問題
②外国人労働者受入れ状態改善への問題
③外国人労働者受入れと日本の労働者への問題
④外国人労働者の東京圏一極集中の問題

５．最後に、｢人口減少先進県・高知｣が外国人労働者受入れのあり方へ果たすべき役割について論じ
ている。



はじめに
日本における外国人労働者は2018年10月で
146万人になっている。また、在留外国人も
2018年末に273万人に達している。
日本政府は、｢人手不足｣｢労働力不足｣を大
きな理由として、2019年４月１日の改正出入
国管理法の施行により、外国人労働者の受入
れを拡大する。
一定の技能や日本語能力をもつ外国人が新
たな在留資格｢特定技能｣を取得して就労でき
るようになる。外国人の単純労働を容認する
ことで、国内の｢人手不足｣に対処しようとす
るものである。今後５年間で34.5万人の外国
人労働者を受入れる予定である。
一方で、2019年３月に東京福祉大学でこの
１年間に約700人の留学生が行方不明になっ
た問題や｢技能実習生｣の脱走事件などが発生
している。
そのなかでの外国人労働者受入れ拡大であ
る。
そこで、ここでは外国人労働者の現状がど
うなっているのか、４月から始まる外国人労
働者受入れの制度の内容はどのようなもの
か、を明らかにするとともに、外国人労働者

受入れ拡大がどのような問題を持っているの
か、を明らかにしていきたい。
そして、外国人労働者の受入れが未だ少な
い高知県であるが、高知県は｢人口減少先進
県｣として｢人材を送り出す側｣の経験をして
教訓と知恵をもっているし、最近は県外人の
移住政策を展開し、｢人材を受入れる側｣の経
験をして、その教訓や知恵も得ている。
それゆえ｢送り出す側｣と｢受入れ側｣両方の
経験を踏まえ、｢外国人労働者受入れのあり
方｣を提示することを提起している。
これからの外国人労働者受入れのあり方の
内容が深まることを期待している。

Ⅰ 日本における外国人労働者
の現状

１. 外国人労働者数の推移

日本において外国人労働者はどれくらいい
るのか。在留資格別外国人労働者数の推移
は、第１表のごとくである。
2008年には48.6万人であったのが、2013年

には71.8万人となり、それ以降急速に増加し、
2018年は146.0万人となる。2018年は2008年
の3.0倍、2013年の2.0倍となっている。
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第１表 在留資格別外国人労働者数の推移



２. 国籍別外国人労働者

2018年10月で外国人労働者は146万人いる
が、その国籍別・在留資格別外国人労働者数
は、第２表のごとくである。
国籍別でみると、①中国38万9,117人(全体
の 26.6％)、② ベ ト ナ ム 31 万 6,840 人
(21.7％)、③ フィ リ ピ ン 16 万 4,006 人
(11.2％)、④ブラジル12万7,392人(8.7％)、
⑤ネパール8万1,562人(5.6％)の順になって
いる。中国、ベトナム、フィリピン３カ国で
59.5％と６割を占めている。
在留資格別にみると、全体では①身分に基
づく在留資格49万5,668人(33.9％)、②資格
外活動(留学)34万3,791人(23.5％)、③技能
実習30万8,489人(21.1％)、④専門的・技術
的分野の在留資格27万6,770人(19.0％)と
なっている。
この在留資格別を国籍別にみると、中国は
①身分に基づく在留資格 10 万 3,827 人
(26.7％)、②専門的・技術的分野の在留資格

10万3,237人(26.5％)、③資格外活動(留学)
９万3,315人(24.0％)、④技能実習８万4,063
人(21.6％)と均衡的である。
また、ベトナムは①技能実習14万2,883人
(45.1％)と②資格外活動(留学)12万4,988人
(39.4％)が中心である。
また、フィリピンは①身分に基づく在留資
格11万7,125人(71.4％)が中心で、これに②
技能実習２万9,875人(18.2％)が続いている。
ブラジルも①身分に基づく在留資格が12万
6,162人で99.0％を占めている。

３. 産業別の外国人労働者

次に、産業別・外国人雇用事業所数及び外
国人労働者数をみれば、第３表のごとくであ
る。
事業所数をみると、全産業合計で21万

6,348所であるが、多い順にみると、①製造
業が４万6,264所で全体の21.4％を占めてお
り、② 卸 売 業・小 売 業 が ３ 万 6,813 所
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第 2表 国籍別・在留資格別外国人労働者数



(17.0％)、③宿泊業・飲食サービス業３万
1,453所(14.5％)、うち飲食店２万7,877所
(12.9％)が主、④建設業２万264所(9.4％)、
⑤サービス業(他に分類されないもの)１万
7,419所(8.1％)の順になっており、製造業や
卸売業・小売業が中心となっている。
これを外国人労働者数でみると、①製造業
が43万4,342人で全体の29.7％を占め、断ト
ツの１位である。②サービス業(他に分類さ

れないもの)が23万510人(15.8％)、③卸売
業・小売業18万6,061人(12.7％)、④宿泊業・
飲食サービス業18万5,050人(12.7％)、うち
飲食店16万5,882人(11.4％)が主、⑤教育、
学習支援業６万9,764人(4.8％)となってい
る。建設業は６万8,604人(4.7％)で第６位に
なっている。
また、製造業でみると、食料品製造業が11
万9,360人で8.2％を占めており、次に輸送用
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第３表 産業別・外国人雇用事業所数及び外国人労働者数



機械器具製造業が８万8,263人(6.0％)であ
り、この２業種が中心である。

４. 国籍別の産業別外国人労働者

つぎに、国籍別の産業別外国人労働者数を
みると、第４表のごとくである。
全産業では146万463人であるが、そのう

ち、製造業が43万4,342人(全体の29.7％)、
卸売業・小売業が18万6,061(12.7％)、宿泊
業・飲食サービス業18万5,050人(12.7％)が
主なものである。
これを国籍別でみると、どうなるのか。中
国が38万9,117人で一番多いが、産業別にみ
ると、①製造業10万854人(25.9％)、②卸売
業・小売業７万7,401人(19.9％)、③宿泊業・
飲食サービス業５万8,027人(14.9％)の順に
なっている。
ベトナムは全体で31万6,840人であるが、
産業別では、①製造業11万5,223人(36.4％)、
②宿泊業・飲食サービス業５万 427 人
(15.9％)、③卸売業・小売業３万4,773人
(11.0％)、④建設業３万1,949人(10.1％)の

順になっている。
フィリピンは全体で16万4,006人であるが、
産業別にみると、①製造業６万4,961人
(39.6％)、②卸売業・小売業１万3,464人
(8.2％)である。
ブラジルは全体で12万7,392人であるが、
産業別にみると、製造業が５万7,676人
(45.3％)で断トツの１位になっている。

５. 事業所規模別の外国人労働者

事業所規模別の外国人雇用事業所数及び外
国人労働者数はどうなっているのか。それは
第５表のごとくである。
事業所数は全体で21万6,348所であるが、

規模別にみると、30人未満が12万7,226所で
全体の58.8％を占めている。30～99人規模が
４万96所で18.5％、100～499人規模が２万
5,321所で11.7％、500人以上規模で8,546所
4.0％となっている。
それゆえ、100人未満の事業所が16万7,322

所で全体の77.3％を占めている。
外国人労働者数でみると、30人未満規模が
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第４表 国籍別・産業別外国人労働者数



50万6,777人で全体の34.7％を占めており、
30～99人規模は26万6,351人で全体の18.2％、
100～499人規模は32万7,966人で22.5％、500
人以上規模は29万7,238人で20.4％である。
100人未満規模は52.9％であり、外国人労働
者数でみると、100人以上規模で42.9％が雇
用されている。

Ⅱ 都道府県別の外国人労働者
の状態

１. 都道府県別の外国人雇用事業所数
及び外国人労働者数

次に、都道府県別の外国人労働者の状態を
みていこう。
まず、都道府県別外国人雇用事業所数及び
外国人労働者数をみれば、第６表のごとくで
ある。
事業所数は全国で21万6,348所であるが、

都道府県別にみると、どうなるか。
多い順にみると、①東京都５万8,878所(全
体の27.2％)、②愛知県１万7,437所(8.1％)、
③大阪府１万5,137所(7.0％)、④神奈川県１
万3,924所(6.4％)、⑤埼玉県１万345所(4.8％)
となっており、東京都が断トツの１位であ
り、かつ東京圏や大都市圏が中心である。

特に、東京圏(東京都・神奈川県・埼玉県・
千葉県)は９万1,011所で全体の42.5％を占
め、外国人労働者雇用の事業所数でも一極集
中型になっている。
逆に、事業所数の少ない地域をみると､①

秋田県431所、②鳥取県608所､③和歌山県616
所、④青森県620所、⑤島根県636所、⑥高知
県725所となっており、農山漁村地域が中心
である。
つぎに、都道府県別外国人労働者数をみて

みよう。
多い順に、①東京都43万8,775人(30.0％)、

②愛知県15万1,669人(10.4％)、③大阪府９
万 72人 (6.2％)、④神奈川県 7万 9,223 人
(5.4％)、⑤埼玉県６万5,290人(4.5％)と
なっており、事業所数と同じく東京圏および
大都市中心になっている。東京都への外国人
労働者数の集中は大きくなっている。
東京圏は63万7,780人で全体の43.7％を占

め、事業所数よりも外国人労働者数の一極集
中はさらに進んでいる。
逆に、外国人労働者数の少ない地域は、①

秋田県1,953人、②和歌山県2,395人、③高知
県2,592人、④鳥取県2,755人、⑤青森県
3,137人となり、農山漁村地域が中心である。
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第５表 事業所規模別・外国人雇用事業所数及び外国人労働者数



２. 都道府県別在留資格別外国人労働
者数の状態

都道府県別の在留資格外国人労働者数の状
態はどうなっているのか。それは、第７表の
ごとくである。

身分に基づく在留資格の外国人労働者数は
全体で49万5,688人である。構成比率の高い
地域をみると、①静岡県３万 5,244 人
(61.5％)、②滋賀県１万310人(59.8％)、③
山梨県4,014人(58.1％)となっている。
つぎに、資格外活動の外国人労働者数は34
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第６表 都道府県別外国人雇用事業所数及び外国人労働者数



万379人いるが、構成比率の高い地域をみる
と、①福岡県２万622人(44.6％)、②東京都
16万 5,124人 (37.6％)、③宮城県3,557人
(32.3％)、となっている。
つぎに、技能実習の外国人労働者数は30万
8,489人であるが、構成比率の高い地域をみ
ると、①宮崎県2,800人(67.6％)、②愛媛県

5,555人(66.3％)、③徳島県2,869人(65.4％)
となっている。
最後に、専門的・技術的分野の在留資格の
外国人労働者数は27万6,770人である。構成
比率の高い地域をみると、①東京都13万
5,867人(31.0％)、②京都府4,690人(26.9％)、
③沖縄県2,152人(26.4％)となっている。
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第７表 都道府県別・在留資格別外国人労働者数
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第８表 都道府県別・産業別外国人労働者数



３. 都道府県別の産業別外国人労働者
数の状態

都道府県別の産業別外国人労働者数の状態
はどうか。第８表のごとくである。
外国人労働者数で一番多いのは製造業で43
万4,342人(全体の29.7％)である。絶対数で
みると、①愛知県６万8,776人、②東京都２
万6,302人、③埼玉県２万5,827人、④静岡県
２万4,936人、⑤神奈川県２万4,600人となっ
ている。
これを構成比率でみると、①愛媛県5,649
人(67.4％)、②岩手県2,687人(59.6％)、③
滋賀県１万164人(59.0％)となっている。
つぎに、サービス業(他に分類されないも
の)は全体で23万510人(15.8％)である。絶対
数でみると、①東京都６万8,270人、②愛知
県２万8,764人、③静岡県１万6,553人になる
が、構成比率をみると、①群馬県１万905人
(31.6％)、②福井県2,654人(30.7％)、③島
根県1,295人(30.1％)となっている。
卸売業・小売業は全体で18万 6,061人
(12.7％)である。絶対数でみると、①東京都
８万4,946人、②大阪府１万2,614人、③愛知
県１万1,882人となるが、構成比率をみると、
①山口県1,892人(24.5％)、②東京都８万
4,946人(19.4％)、③福岡県8,944人(19.3％)
となっている。
宿泊業・飲食サービス業は全体で18万
5,050人(12.7％)である。絶対数でみると、
①東京都10万1,405人、②大阪府１万3,452
人、③愛知県１万3,056人となっているが、
構成比率をみると、①東京都10万1,405人
(23.1％)、②沖縄県1,435人(17.6％)、③大
阪府１万3,452人(14.9％)となっている。
なお、建設業は全体で６万8,604人(4.7％)
であるが、どうか。絶対数では、①東京都１

万2,157人、②神奈川県6,729人、③愛媛県
6,533人であるが、構成比率でみると、①埼
玉県6,505人(10.0％)、②沖縄県783人(9.6％)、
③熊本県890人(8.8％)となっている。

Ⅲ 高知県における外国人労働
者の現状

『外国人雇用状況の届出状況(2018年10月
末現在)』によれば、高知県における外国人
労働者を雇用している事業所数は725所であ
り、外国人労働者は2,592人になっている。
これは2017年10月末日に比較して事業所数で
79所(646→725)、労働者数で178人(2,414人
→2,592人)増加している。

１. 高知県における国籍別外国人労働者

高知県において、外国人労働者の現状はど
うか。
2018年10月段階で、外国人労働者を雇用し

ている事業所数は725所、外国人労働者数は
2,592人で、全国的にみると、それほど多く
はない。
しかし、その実態はどうなっているのか。
国籍別の在留資格別外国人労働者数は、第
９表のごとくである。
国籍別をみると、多い順に①ベトナム830
人(32.0％)、②フィリピン435人(16.8％)、
③中国412人(15.9％)、④Ｇ7/8＋オーストラ
リア＋ニュージーランド280人(10.8％)、⑤
インドネシア239人(9.2％)となっており、ベ
トナム人が断トツの１位を占めていることが
特徴である。
また、在留資格別にみると、｢技能実習｣が
1,534人で全体の59.2％を占めていることも
特徴である。ベトナム人 830人中 741人
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(89.3％)が｢技能実習｣である。インドネシア
人も239人中200人(83.7％)、フィリピン人
435人中250人(67.5％)、中国人412人中180人
(43.7％)が｢技能実習｣である。
また、永住者など｢身分に基づく在留資格｣
が460人(全体の17.7％)いることも大きい。
｢専門的・技術的分野の在留資格｣は338人
(13.0％)であるが、そのうちＧ7/8＋オース
トラリア＋ニュージーランドが280人のうち
194人(69.3％)を占めている。

２. 高知県における産業別外国人労働者

つぎに、産業別の外国人雇用事業所数及び
外国人労働者数をみると、第10表のごとくで
ある。
事業所数でみると、①農業233所(32.1％)、
②製造業93所(12.8％)、③卸売業・小売業74
所(10.2％)となっており、農業の割合が高い
ことが特徴である。
これを外国人労働者数でみると、①製造業
730人(28.2％)、②農業568人(21.9％)、③教

育・学習支援業240人(9.3％)となっており、
製造業がトップになっている。
製造業では、食料品製造業が 358 人

(13.8％)を占めている。
また、建設業が175人(6.8％)、漁業が150

人(5.8％)と、外国人労働者数では比率が高
くなっている。

３. 高知県における事業所規模別外国
人労働者

高知県における事業所規模別の外国人雇用
事業所数及び外国人労働者数をみれば、第11
表のごとくである。
事業所数でみると、30人未満規模は489所

67.4％で三分の二を占めている。30～99人規
模は126所17.4％であり、100人未満規模は
615所で全体の84.8％で全国的にも小規模の
事業所が多い。
また、外国人労働者数でみても、30人未満

規模が1,321人で全体の51.0％を占めている。
30～99人規模は486人18.8％であり、100人未
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第 9表 高知県における国籍別・在留資格別外国人労働者数（高知労働局）
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第10表 高知県における産業別・外国人雇用事業所数及び外国人労働者数（高知労働局）

第11表 高知県における事業所規模別・外国人雇用事業所数及び外国人労働者数（高知労働局）



満規模でみると、1,807人で69.8％を占める
ことになる。
100人～499人規模は88所で421人(16.2％)、
500人以上は18所で346人(13.3％)となっている。
一事業所あたりの外国人労働者数でみる
と、全体で3.6人、30人未満規模で2.7人、
30～99人規模3.9人、100～499人規模で19.2
人となっている。

４. 高知県における安定所別外国人労
働者

最後に、高知労働局の安定所別の外国人雇
用事業所数及び外国人労働者数は、第12表の
ごとくである。
事業所数でみると、｢高知」が401で全体の
55.3％ を 占 め て い る。「須 崎」が 132 で
18.2％、「いの」が76で10.5％、「四万十」が
72で9.9％、「安芸」が44で6.1％となっている。
外国人労働者数でみると、「高知」が1,586
人で61.2％と６割を占めるようになってい
る。「須崎」は346人で13.3％、「いの」は281
人で10.8％、「四万十」は252人で9.7％、「安
芸」は127人で4.9％となっている。
「高知」が事業所数で55.3％、外国人労働
者数で61.2％を占めており、「高知」への集
中度が高いことが特徴である。

Ⅳ 新しい外国人労働者受入れ
制度

１. 在留資格についての制度概要

2019年４月の改正出入国管理法施行で、新
しい在留資格による外国人労働者の受入れが
始まり、日本でも外国人労働者の本格的な受
入れの時代が訪れている。
そこで、ここでは新たな在留資格に基づく

制度の内容について法務省の資料によりみて
いきたい。
まず、在留資格については、第13表のごと

く提示されている。
在留資格は、特定技能１号と特定技能２号

の２つが設けられている。
特定技能１号は、｢特定産業分野に属する

相当程度の知識又は経験を必要とする技能を
要する業務に従事する外国人向けの在留資
格｣と位置づけられている。
特定技能２号は｢特定産業分野に属する熟
練した技能を要する業務に従事する外国人向
けの在留資格｣と位置づけられている。
そして、特定産業分野として｢介護、ビル
クリーニング、素形材産業、産業機械製造業、
電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用
工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、
飲食料品製造業、外食業｣の14分野が挙げら
れている。
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第12表 高知県における安定所別・外国人雇用事業所数及び外国人労働者数（高知労働局）



それゆえ、この14分野の業種を中心に外国
人労働者受入れが始まるということである。
特定技能１号のポイントは、①在留期間が
１年で６ヶ月又は４ヶ月ごとの更新が可能で
あるが、通算で上限５年までであること、②
家族の帯同は基本的には認められないこと、
が特徴である。
これに対して、特定技能２号のポイント
は、①在留期間は３年であるが、１年又は
６ヶ月ごとの更新で在留できること、②家族
の帯同は要件を満たせば可能(配偶者、子)で
あること、が特徴である。

２. 受入れ機関と登録支援機関の制度
概要

第２に、受入れ機関と登録支援機関につい
てである。これについては、第14表のごとく
提示されている。
受入れ機関について、受入れ機関が受入れ
るための基準として４点あげられている。①
外国人と結ぶ雇用契約が適切であること、②

受入れ機関自体が適切であること、③外国人
を支援する体制があること、④外国人を支援
する計画が適切であること、の４点であり、
いずれも当たり前のことであるが、現実には
基準が守られていない場合が多くあり、その
管理指導が大切になっている。
また、登録支援機関についても、登録を受
けるための基準として、①登録支援機関自体
が適切であること、②外国人を支援する体制
があること、の２点が挙げられているが、こ
れが実際に行われているかどうか、が問題に
なろう。
これに対して、｢出入国在留管理庁｣が新し
くできることになり、この出入国在留管理庁
の役割が大きくなるといえよう。

３. 特定産業分野としての14分野の提示

第３に、特定産業分野として14分野が提示
されており、今後５年間で34万5千人の外国
人労働者を受入れる予定といわれるが、それ
はどのように想定されているのだろうか。そ
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第13表 制度概要 －①在留資格について



れは、第15表のごとくである。
多い順にみると、①介護業６万人、②外食
業５万３千人、③建設業４万人、④ビルク
リーニング業３万７千人、⑤農業３万６千５
百人、⑥飲食料品製造業３万４千人、となっ
ている。介護業や外食業で急速に増加するこ
とが想定されている。

４. 外国人労働者を受入れる経緯と背景

第４に、外国人労働者を受入れる経緯や背
景について、どのように位置づけられている
のか(法務省資料による)。
経緯としては、2018年２月20日の経済財政
諮問会議で総理大臣指示があったことによ
る。その内容は①｢深刻な人手不足が生じて
いるため、外国人受入れの制度のあり方につ
いて早急に検討を進める必要があること｣、
②｢在留期間の上限を設定、家族の帯同は原
則不可とする前提条件の下、制度改正の具体
的な検討を進める｣というものである。
そして、2018年６月15日｢骨太の方針2018｣

で閣議決定している。その内容は、①従来の
専門的・技術的分野における外国人材に限定
せず、一定の専門性・技能を有し即戦力とな
る外国人材を幅広く受入れていく仕組みを構
築する、②このため、真に必要な分野に着目
し、移民政策とは異なるものとして、外国人
材の受入れを拡大するため、新たな在留資格
を創設する、というものである。
そして、外国人労働者受入れの背景として
は、①有効求人倍率は、全都道府県で１を超
える状態が続くとともに、失業率が25年ぶり
の水準前まで低下したこと、②企業の人手不
足感はバブル期以来の水準まで上昇したこ
と、③外国人労働者数が過去最高を更新して
いること、をあげている。
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第14表 制度概要 －②受入れ機関と登録支援機関について



５. 新たな外国人労働者受入れに関す
る政省令

政府は2019年４月から始まる外国人労働者
の受入れの最終的な方向性を明確化するため
に、2019年３月15日に新しい政省令を発表し
ている。この政省令の骨子は、第16表のごと
くである。
それによれば、新たに設ける省令は２つで
ある。
まず、特定技能基準省令では、特に受入れ

機関の基準を厳しくしている。
第１に｢受入れ機関が外国人と結ぶ雇用契

約が満たすべき基準｣では、｢報酬額が日本人
が従事する場合の額と同等以上であること｣
として、日本人と差別してはならないことを
うたっている。
第２に、｢受入れ機関自体が満たすべき基

準｣では、①｢労働、社会保険及び租税に関す
る法令を遵守すること｣として法に反する機
関を排除すること、②１年以内に外国人労働
者を非自発的に離職させていないこと、③１
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第15表 特定産業分野ー14分野の運用方針



年以内に行方不明者を発生させていないこ
と、④欠落事由に該当しないこと、⑤報酬を
預貯金口座への振込みなど賃金のピンハネを
しないことなど、より厳しい条件を提示して
いる。
また、既存の省令の改正では、｢上陸基準

省令｣の｢外国人本人に関する基準｣で、①18
歳以上であること、②健康状態が良好である
こと、③保証金の徴収などをされていないこ
と、④送出し国の法律を遵守していること、
など外国人労働者の条件についても厳しくし
ている。
これらの省令の改正は当たり前といえば当
たり前のことであるが、これまで十分果たさ
れていない項目である。

Ⅴ 外国人労働者受入れ拡大の
問題点

１. 外国人労働者受入れ拡大以前の問題

第一に、現在の段階で急速に外国人労働者
を増加させる理由である。
これについては、2018年２月20日の経済財

政諮問会議での安倍総理大臣が、｢深刻な人
手不足が生じているため、外国人受入れの制
度の在り方について、早急に検討を進める必
要がある｣と指示したように、｢深刻な人手不
足｣があげられていることである。
その表れとして、｢有効求人倍率が全都道
府県で１を超える状態が続いていること｣｢企
業の人手不足感はバブル期以来の水準にまで
上昇していること｣を指摘している。
このように、日本において｢労働力不足｣
｢人手不足｣が理由として提示されている。
しかし、日本の労働力不足問題をあげるな
ら、まず、別の視点から考えることが前提と
なるように思われる。
すなわち、日本の人口の動向、労働環境や
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第16表 新たな外国人受入れに関する政省令の骨子



労働条件がどうなっているかを客観化してお
く必要があろう。主な国の人口変遷・将来人
口をみると、第17表のごとくである。
まず、日本の人口はどうなっているのか。

日本の人口は第二次世界大戦後の1946年
7,575万人から一貫して増加しており、2008
年にはピークの１億2,808万人になっている。
それ以降は人口が減少に転じ、2017年には１
億2,671万人になっている。
そして、日本の将来人口を出生中位でみる
と、2050年には１億880万人、2100年には
8,450万人へ人口が減少することが推計され
ている。
その要因はなにか。日本の合計特殊出生率
が著しく低いことである。1970年2.13から減
少し、1980年1.75、1990年1.54、2000年1.36
となり、2005年には1.26の最低になる。それ
以降は少し持ち直すが、それでも
2016年1.44である。
主な国の2016年の合計特殊出生率
はアメリカ1.80、イギリス1.80、フ
ランス1.96、ドイツ1.50、スウェー
デン1.85、ロシア1.75、オーストラ
リア1.81、となっており、1.80以上
の国が多いのである。
このように、合計特殊出生率が低

いことが日本の人口減少の大きな要因なので
ある。人口が維持されるためには、この合計
特殊出生率が少なくとも2.07になることが必
要なのである。
たとえば、アメリカは2015年３億1,990万
人の人口が2050年３億8,960万人、2100年４
億4,750万人へ、スウェーデンは2015年980万
人から2050年1,160万人へ、2100年には1,340
万人へと、それぞれ増加することが予測され
ている。
そのなかで、日本の人口は減少するのであ
り、そのことが日本の｢人手不足｣｢労働力不
足｣の大きな要因なのである。
それゆえ、若い人たちが安心して一緒にな
り、子どもを生み、育てていける環境を整え
ることが大前提になるのである。
そのために、雇用形態において、正規雇用
よりも非正規雇用が増加しているのは、若者
の雇用の不安定さを示しているといえよう。
たとえば、雇用形態別雇用者数の推移は、
第18表のごとくである。
雇用者全体は2000年の5,267万人から一貫

して増加し、2017年には5,810万人になって
いる。しかし、正規の職員・従業員は2000年
3,630万人から、2017年3,423万人へ減少して
いる。逆に、非正規の職員・従業員は2000年
1,273万人から2017年2,036万人へ763万人も
増加しているのである。
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第17表 主な国の人口変遷・将来人口

第18表 雇用形態別雇用者数の推移



2017年には正規58.9％・非正規35.0％の比
率となっている。
この非正規という不安定な労働環境を改善
していくことを早急に進めることが求められ
よう。それとの関係で外国人労働者の必要性
も検討していくことが大切である。
また、女性の社会への参加を促進するため
に、労働環境の改善や男女格差を無くしてい
くことも求められている。

２. 外国人労働者受入れ状態改善への
問題

第二に、日本が外国人労働者を受入れると
いうことは、国と国との関係、国民と国民と
の関係(人間と人間との関係)が良好になるこ
とが大切であり、そのことをお互いが責任を
もって進めることである。
国際的な関係で大切であるのは、｢自主・

民主・互恵｣という原則である。国と国との
関係、国民と国民との関係が、自主的な関係
であること、民主的な関係であること、そし
て、お互いにプラスになる関係、お互いに
Win － Win の関係になるようにすること
が必要である。
そのために、国や自治体を始め、企業や国
民の責任が大きくなることである。特に、法
的規制が必要になるため、公的機関の責任が
大きくなる。
日本は外国人労働者を受入れる側になる
が、その場合何に留意する必要があるのか。
外国人労働者の居場所づくりの大枠は、第19
表のごとくである。
全体としての居場所づくりは｢共生・協生・

響生｣を基本とすることが大切である。とも
に生きる＝共生、力を合わせて生きる＝協
生、心の琴線に触れあって生きる＝響生、で
ある。
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第19表 外国人労働者の居場所づくりの大枠

１．全体的な居場所づくりー共生・協生・響生
① 日本語研修および各国語の研修 ー お互いの意思疎通の原点
② 文化・教育・生活習慣・風習・宗教などの交流・研修 ー お互いの相違点を明らかにして、お互いを

尊重する気風を高める
２．労働（生産）の場における居場所づくり
① 労働する意義を明らかにし、労働条件・労働環境を日本人と同等にすること
② 労働能力の向上・技能の向上・資格の取得を大切にすること
③ それに応じて労働条件の向上

３．生活（くらし）の場における居場所づくり
① 衣食住 ― 特に住環境の改善
② 地域住民との交流の場づくり
③ 教育・文化の大切さ
④ 居場所づくりの基礎単位
ⓐ 都市地域 ー 基本的には小学校（地域により変わる）
ⓑ 農山漁村地域 ー 基本的には集落（地域により変わる）

４．日本にいることで生じる悩み・喜び・悲しみ・怒りなどを話しあう場の居場所づくりとその支援体制づくり



そのために、第一に全体的な居場所づくり
として、お互いに意思が通じ合うことが必要
であり、言葉＝日本語及び各国の言語の交
流・研修を広めることである。
また、それぞれの国には、文化・教育・生
活習慣の違いがあり、お互いにその違いを認
め合い、尊重し合う気風を高めることであ
る。
第二に、労働(生産)の場での居場所づくり
である。ここでは、日本人と外国人労働者と
の労働条件や労働環境を同等にすることであ
る。
また、労働能力や技能の向上を図り、資格
などを取得することに責任をもって推進する
ことである。
第三に、生活(くらし)の場における居場所
づくりである。
ここでは、生活(くらし)ていくのに必要な
条件を整えることである。
そして、地域住民との交流の場をたくさん
設けることによって、お互いに理解し合える
機会を広げることである。
この生活(くらし)の場での居場所づくり
は、都市地域と農山漁村地域では異なる点も
あり、都市地域での基礎単位は小学校区、農
山漁村地域での基礎単位は集落が基本になる
ことが多いといえよう。
第四に、外国人労働者及びその家族が日本
にいることによって生じる悩みや喜び・悲し
み・怒りなどの問題をともに語りあう場が必
要であり、その居場所づくりが大切である。
そして、話しあうことによって問題を解決す
ることが大切であり、その支援体制をつくる
ことも大切である。

３. 外国人労働者受入れと日本の労働
者への問題

第三に、外国人労働者を受入れる理由とし
て｢人手不足｣があげられていたが、この要因
が強いと｢安くて使いやすい労働力としての
外国人労働者｣の導入という問題が懸念され
ることである。
たとえば、製造業の全雇用者１人当たり労

働コストをみると、第20表のごとくである。
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第20表 製造業の全雇用者１人あたり労働コスト



2016年の製造業の全雇用者１人当たり労働
コストをみると、日本＝100.0として、フィ
リピン7.8、インド6.4、中国15.5、台湾37.1、
トルコ23.0、メキシコ14.8、ブラジル30.2の
水準にあり、日本と比較すると低い水準にあ
る。
これらの安い外国人労働者を雇用し、国際
価格競争に打ち勝つことを狙いとすれば、国
際的にも問題が起こることが想定されるし、
日本の国内でも安い賃金水準を維持すること
に利用されかねないのであり、国内でも問題
となろう。
それゆえ、外国人労働者の賃金や労働条件
は日本国内の労働者と同一の条件で処遇する
ことが求められるのである。
2019年３月15日に法務省が発表した｢新た

な外国人材受入れに関する政省令｣でも、そ
のことが触れられている。
｢特定技能規準省令｣では、｢受入れ機関が
外国人と結ぶ雇用契約が満たすべき基準｣と
して｢報酬額が日本人と同等以上であること｣
などが定められている。
また、｢受入れ機関自体が満たすべき基準｣
が、①労働、社会保険など法令を遵守するこ
と、②１年以内に行方不明者を発生させてい
ないこと、③１年以内に非自発的に離職させ
ていないこと、④報酬を預貯金口座への振込
等で支払うこと、⑤欠格事由に該当しないこ
と、などを示している。
また、上陸基準省令として、｢外国人本人

に関する基準｣について、①18歳以上である
こと、②健康状態が良好であること、③保証
金の徴収等をされていないこと などがあげ
られており、厳しい基準が設定されている。
2019年４月１日から実施されるわけである
が、この省令が十分機能することが大切であ
る。

４. 外国人労働者の東京圏一極集中の
問題

第四に、日本の人口は東京圏(東京都・神
奈川県・千葉県・埼玉県)一極集中が進んで
いるが、外国人労働者も東京圏に集中するの
ではないか、という問題である。都道府県別
の人口の推移と合計特殊出生率は、第21表の
ごとくである。
日本の人口は第二次世界大戦後一貫して増
加し、2010年（国勢調査）には１億2,806万
人のピークに達するが、それ以降は減少し、
2017年には１億2,671万人になっている。
この2010年に対して、2017年に人口が増加
した都道府県は、東京都、神奈川県、千葉県、
埼玉県、愛知県、滋賀県、福岡県、沖縄県の
わずか８都県である。
このなかで、2017年の東京圏の人口は
3,644万人で日本全体の28.8％を占めており、
東京圏の人口集中と地方の人口減少の状態が
示されている。
東京圏を形成する都県を合計特殊出生率

（2017年）でみると、東京都1.21、神奈川県
1.34、千葉県1.34、埼玉県1.36といずれも全
国水準の1.43を下回っており、この東京圏の
出生率の低さにメスを入れることが大きな課
題である。
このなかで、｢人手不足｣を理由として外国
人労働者を受入れる法整備が行われ、2019年
４月から新しい枠組みが進むのであるが、こ
の外国人労働者の受入れも東京圏への一極集
中の状態になるのではないか、と危惧される
のである。
2018年段階の外国人労働者は146万人であ
るが、東京圏へは、63万7,780人と日本全体
の43.7％が集まっているのである。
現在の段階でも外国人労働者は東京圏へ集
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中しているのに、これから外国人労働者が５
年間で34.5万人増加することが予測されてい
るが、この多くが東京圏へ集中すると予測さ
れる。
これに対する対応策がほとんどないことが
問題である。

日本国内に賃金を始めとする労働条件の地
域間格差が存在している。たとえば、2018年
度の都道府県別最低賃金(時給)は、第22表の
ごとくである。
一番高い東京都は985円であり、最低は鹿

児島県の761円である。高知県は762円となっ
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第21表 都道府県別の人口の推移と合計特殊出生率 第22表 2018年度地域別
最低賃金改定状況



ている。東京都は鹿児島県や高知県の1.3倍
となっている。
そうすると、外国人労働者は地方で技能実
習して、技能を向上させ、新しい資格を得て
も、就職＝仕事は賃金の高い大都市ですると
いう事例が多くなると予測される。
そうすると、日本の人口は東京圏一極集中
が進んでいるが、外国人労働者の増大も同じ
事態になることが予測される。
それゆえ、日本国内における地域間格差の
問題に本格的に取り組まないと、外国人労働
者の問題も人口の問題と同じく、地域間のア
ンバランス＝東京圏一極集中と地方の衰退と
いう状態をつくり出す可能性が大きいという
ことである。

Ⅵ 人口減少先進県・高知の出
番

高知県の人口は1985年の84.0万人を一つの
ピークとして減少し、2017年には71.4万人に
なっており、この32年間で17.6％も減少して
いる。
そして、1990年には、人口の社会減に加え
て日本で最初に自然減になり、いわゆる人口
の絶対的減少の時代に日本で最初に入ってい
る。
このように、高知県は人口減少先進県の役
割を担ってきたのである。
外国人労働者に関しても、高知県は2018年
に2,592人で、秋田県1,953人、和歌山県
2,395人に次いで少ない状態である。
このように、人口減少先進県であり、かつ
外国人労働者も少ない高知県がなぜ今出番に
なるのか。
第一に、高知県は人口減少先進県として、
多くの人材を東京や大阪など大都市圏に送り

出してきたという経験をしているからであ
る。
すなわち、多くの人材を県外に送り出して
きたがゆえに、人材を｢送り出す｣地域の問題
点や悩みや知恵を多く持っているからである。
そして、人口減少のなかで地域をどのよう

に活性化していくのかの知恵も同時に得たの
である。
それゆえ、人材を｢送り出す｣国とお互いに

豊かになれる知恵を発揮し、人材を送り出す
国の国づくりに貢献することができるという
ことである。
現在、いくつかの大手企業が行き先(目標)

を見失い、いろいろの弊害を生み出している
従来型の大量生産・大量流通・大量販売・大
量消費・大量廃棄型の経済社会システム・生
き方ではなく、自然・環境保全型で地域の宝
物(資源)を大切にし、かつ最大限に活かした
身の丈に合った経済社会システム・生き方
を、私たちは提起してきた。
それは同時に、①経済的効率中心の経済社

会システム・生き方から人間的・社会的効率
中心の経済社会・生き方への転換であり、②
生き残りをかけた生存競争中心の経済社会シ
ステム・生き方からお互いに豊かになる人間
の相互発達(共創・協創・響創)中心の経済社
会システム・生き方への転換、③画一性中心
の経済社会システム・生き方から多様性中心
の経済社会システム・生き方への転換である。
この私たちが提起する経済社会システムや

生き方は日本へ外国人労働者として送り出し
ている国々（東南アジアの国々）に大いに役
立つことだと考える。
第二に、高知県は最近では人口の社会減を

最少にするため県外から移住者を迎える移
住・定住政策を積極的に進めていることであ
る。
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高知県における移住相談者数及び移住者数
の推移は、第23表のごとくである。
それによると、県外からの高知県への移住
者は2012年225人(121組)から一貫して増加
し、2015年には864人(518組)になり、2017年
には1,198人(816組)になっているのである。
また、都市部から地方へ若者が移住して活
動する｢地域おこし協力隊｣について、総務省
は2019年３月22日に2018年度の隊員数につい
て発表している。それによれば、日本全体で
5,359人であるが、これを都道府県別にみる
と、第１位 北海道679人、第２位 長野県432
人、第３位 高知県204人となっており、高知
県は多くの｢地域おこし協力隊｣を受入れてい
るのである。
さらにいえば、高知県の中山間地域にある
大川村などが、1980年代から｢ふるさと村民
制度｣｢ふるさと留学制度｣を創設し、多くの
人たちを高知県へ迎え入れているのである。
このように、高知県は多様な移住政策に
よって、県外から人間を迎え入れる問題や悩
みを経験し、受入れの知恵を蓄積しているの
である。
第三に、このように高知県は国内でとはい
え、人材を送り出す側も人材を受入れる側も

ともに経験しており、送り出す側の知恵と受
入れる側の知恵をともに蓄積しているのであ
る。
第四に、高知県に外国人労働者が少ないと
いうことは、これまで日本で起こっていた外
国人労働者問題との関係が少ないということ
であり、この有利な条件を生かしてＥＵ諸国
やアメリカなどの外国で起こっている外国人
労働者問題や日本でも起こっている外国人労
働者問題などの事例から学びながら、日本に
おける外国人労働者受入れのあるべき姿を提
示することがやりやすいということである。
それゆえ、この日本の人口流出入で得た体
験や知恵を国際間の人材移動問題に積極的に
生かしていくことが求められている。まさ
に、いま問題になっている日本の外国人労働
者問題に高知県が積極的な役割を果たすこと
が大切になっている。｢高知県が出番｣である
というのはそのことなのである。
もちろん、国内人口の移動問題と国際間の
人材の移動問題とは全く同じではないが、日
本国内の人口移動で得られた知恵は国際間の
人材移動に活かすことはできる。
それゆえ、高知県は外国人労働者がまだ少
ないとはいえ、日本の人口移動の過程で、人
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第23表 高知県における移住相談者数及び移住者数の推移 (単位：移住相談者数＝人 移住者数＝組）



材を送り出す側と人材を受入れる側の両方を
経験しており、外国人労働者を受入れるあり
方について、これまで得た知恵を活かして、
積極的に提言することが必要である。
そして、地域から国に対してもあるべき姿
について積極的に提言し、国の政策をリード
していくことが求められている。
第五に、21世紀の国際関係は国家と国家と
の関係だけではなく、各国の地域と地域との
関係・交流が主流となる時代である。
それゆえ、高知県のような地域が各国の地
域と｢自主・民主・互恵｣を基礎にした関係を
結び合う時代なのであり、その意味でも高知
県の出番が来ているのである。｢よさこい踊
り｣を基礎に高知県は各国の地域との交流を
深めているが、それが一つの事例である。
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